
郡
川
班
津
地
泉
で
、
最
初
に
揚
宿
を
管
ん
だ
も
の
は
法

師
揚
で
あ
っ
た
。
後
年
の
も
の
な
が
ら
盗
の
光
に
、

法
師
場
普
五
郎
鰐
泊
し
て
、
文
化
の
初
め
仰
に
断
絶

せ
ん
と
し
た
の
を
、
小
松
飴
屋
清
助
と
去
者
話
五
郎

に
ゆ
か
り
有
て
後
見

L
、
十
年
に
し
て
身
代
を
回
復

し
た
こ
と
が
都
い
て
あ
る。

ホ
ウ
ジ
ユ
ツ
柏
崎
術
商
洋
流
鍛
抱
射
取
の
術
を

い
ふ
o
w耐
永
四
年
の
令
に
、『
近
年
御
屋
政
内
(
江
戸
〉

に
角
場
被
仰
付
、
愈
々
抱
術
稽
古
被
仰
付
候
。
』
と
見

え
る
。
従
来
と
て
も
鍛
飽
は
あ
る
が
、
飽
術
と
は
言

は
な
か
っ
た
。

ホ
ウ
シ
ュ
ン
イ
ン
芳
春
院
(
一
〉
悩
隠

l
前
凹

利
家
の
妥
。
名
は
松
。
天
文
十
六
年
七
且
九
日
尾
張

民
生
ま
る
。
生
父
は
篠
原
宅
前
に
し
て
、
後
高
品
定

吉
を
滋
父
と
し
た
か
ら
、
篠
原
氏
と
も
一品
品
氏
と
も

い
は
れ
る
。
そ
の
利
家
に
鎖
し
た
年
紀
は
芥
か
で
な

い
が
、
永
職
二
年
に
は
長
女
が
生
ま
れ
て
限
る
。
芳

容
院
が
日
以
も
女
丈
夫
た
る
而
闘
を
震
抑
し
た
の
は
、

天
班
十
一
年
六
且
品
川
一
日
柳
抑
制
附
近
の
倣
般
に
、
利

家
が
府
中
へ
引
上
げ
、
型
日
秀
吉
の
利
家
を
訪
う
て

和
訴
を
静
じ
た
際
の
限
酬
で
あ
り
、
都
は
川
角
太
削
聞

記
の
名
文
に
舟
っ
て
活
け
る
が

如
く
拙
か
れ
て
居

る
。
医
長
四
年
利
家
箆
後
、
利
長
の
異
闘
を
懐
〈
と

の
読
僻
あ
る
や
、
利
長
は
家
肢
の
製
求
に
郎
じ
、
芳

春
院
を
質
た
ら
し
め
る
こ
と
を
務
し
た
の
で
、
芳
春

院
は
、
五
且
二
十
日
村
井
長
級
を
従
へ
て
伏
見
を
震

L
、
六
月
六
日
江
戸
に
入
っ
た
。
十
九
年
五
月
利
長

硲
じ
、
六
且
芳
春
院
は
努
忠
に
紛
う
て
凶
に
就
い
た

が
、
そ
の
江
戸
に
在
る
こ
と
前
後
十
五
年
で
あ
っ

た
。
元
利
三
年
七
且
十
六
日
金
保
城
に
夜
、
享
年
七

十
一
。
法
制
抵
は
芳
春
院
懇
躍
宗
岱
大
筋
。

。
一
〉
官
品
開
!
芳
容
院
夫
人
の
刑
制
像
に
し
て
総
待
寺
に

滋
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
銀
山
徐
芸
の
貸
す
る
所
で
、

ホ
ウ
シ
ュ
ン
イ
ン

芳
春
院
京
都
大
徳
寺
の
培

顕
で
あ
る
。
前
凶
利
家
の
諾
後
、
そ
の
夫
人
は
跡
的
仰

し
て
芳
容
院
と
蹴
し
た
。
夫
人
紫
よ
り
大
徳
寺
の
春

恩
宗
川
の
県
徳
守
政
ひ
、
そ
の
敬
そ
受
け
た
が
、
こ

こ
に
京
り
て
従
仰
門
に
郎
伏
す
る
こ
と
深
〈
、
凶回目

十
ご
年
宗
闘
に
限
っ
て
新
た
に
伽
院
を
大
徳
寺
の
港

聞
に
治
鐙
せ
し
め
、
知
年
工
を
峻
っ
て
之
を
労
務
院

と
蹴
し
、
宗
聞
の
法
刻
玉
室
宗
泊
を
し
て
閉
山
た
ら

し
め
た
。

ホ
ウ
シ
ュ
ン
イ
ン
7
L

芳
春
院
丸

金
問
城
内

一
一
，
丸
の
地
を
い
ふ
。
路
長
十
カ
年
六
且
前
間
利
家

の
後
室
芳
春
院
は
江
戸
か
ら
廊
旬
、
本
丸
に
入
城
し

た
が
、
次
い
で
一
一

J

丸
に
新
般
を
態
管
し
た
。
二
十

年
四
且
wm
成
し
、
九
且
砂
従
の
俄
を
行
ひ
、
元
利
三

年
七
月
十
六
日
こ
の
館
で
逝
去
し
た
。
故
に
活
時
こ

の
丸
を
芳
容
院
丸
と
い
う
た
と
見
え
る
。

ホ
ウ
ジ
ヨ
ウ
ア
カ
グ
ス
リ
北
傑
赤
輔
自
加
の
赤

禁
と
も
呼
ぴ
、
務
士
則
氏
の
家
俗
で
あ
っ
た
。
こ
の

禁
は
元
前
凶
家
の
悼
法
で
あ
っ
た
が
、
利
協
の
時
伊

umE臨
目

t
a
t
T
3品
劃
町

T

ホ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ

質
勝
寺

金
抑
蛤
坂
町
に
在
っ

て
、
太
白
山
と
脱
し
、
臨
桝
宗
に
回
す
る

om永一
八

年
品
川
千
厄
の
建
，R
。
文
化
J
1
二
年
常
時
の
佐
伯
厳
戒

の
叩
昨
夜
位
L
、
十
周
七
日
野
川
刑
法
制
婦
で
際
刑
に
磁

せ
ら
れ
た
が
、
寺
蹴
は
綴
鍛
し
た
。

ホ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ

法
田
寺
金
保
畑
出
品
に
在
っ
た
。

英
久
山
と
放
し
、
日
間
山
宗
に
鴎
す
る
。
俗
に
吹
上
の

法
問
山
寺
と
呼
ん
だ
。
陶
来
初
に
、京
都
木
正
寺
宋
で
、

正
保
元
年
金
保
妙
法
等
の
先
住
一
安
院
日
建
之
を
能

業
部
小
松
に
時
開
放
し
た
が
、
廷
判
μ
元
年
石
川
梢
泉
野

新
村
領
地
子
地
に
抑
じ
た
と
あ
っ
て
、
編
め
て
小
院

で
あ
っ
た
鈴
、
明
治
版
部
仙
の
際
利
家
を
六
斗
林
妙
感

寺
に
合
併
し
、
そ
の
堂
宇
を
致
っ
た
。

ホ
rウ

『奉
ν
質
=
芳
春
続
開
時
影
↓

功
徳
川
県
鰐
仰
閥
的
。
千
門
市
山

戸
砦
時
崎
町
。
若
々
二
川
安
v
H
剖
尉
。
日
夜
呑
一
見
不
織

阿
川
。
前
惣
待
山嵐
山
盟
問町
ν
駕
。
』
と
あ
る
o
m
制
は
探
幽

の
怒
と
偲
へ
た
が
、
徐
芸
は
元
利
五
年
に
奴
L
、
傑

幽
は
凶
長
十
七
年
生
で

あ
る
か
ら
時
代
が
合
致
せ

ぬ
。
明
治
三
十
八
年
四
月
内
務
省
之
を
凶
貨
に
指
定

し
た
。
そ
の
外
鹿
島
郡
長
齢
寺
に
も
同
宵
像
が
あ
る
。

ホ
ウ
シ
ュ
ン
イ
ン

芳

春

院

以
京
消
門
前
の
総

持
寺
山
内
に
在
っ
て
、
培
開
妙
高
胞
の
所
邸
で
あ
っ

た
。
院
長
沢
年
前
回
利
家
の
夫
人
労
容
院
之
を
建
て
、

一
門
の
冥
罰
則
を
祈
る
が
鎚
に
位
牌
料
と
し
て
寺
領
三

十
石
青
山
川
地
L
、
金
相
仰
向
以
悶
寺
大
慈
圭
徐
の
法
弟
州
出

山
徐
芸
そ
延
き
て
開
基
た
ら
し
め
た
。
明
治
十
一
年

一件即位
し
て
そ
の
版
額
青
起
し
た
。

隊
内
臨
に
什
引
の
法
を
説
っ
た
。

然
る
に
伊
陳
氏
自
白

期
才
之
助
は
、

勝
手
不
如
意
の
錫
家
職
そ
甘
口
上
げ
ら

れ
、
石
川
柑
如
来
村
へ
在
郷
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
、

議
訟
を
才
之
助
に
奥
へ
て
活
討
の
助
た
ら
し
め
た
。

才
之
助
の
子
五
兵
術
そ
終
て
、
そ
の
子
六
郎
兵
術
に

去
り
、
白
永
年
中
興
力
に
召
抱
へ
ら
れ
て
的
来
か
ら

金
探
へ
出
た
。
前
記
家
臓
を
召
上
げ
ら
れ
た
才
之
助

と
い
ふ
の
は
、
大
坂
の
役
に
銃
将
で
あ
っ
た
才
之
助

の
子
で
あ
う
ヲ
。

ホ
ウ
ジ
ヨ
ウ
ウ
ヂ
ク
=
北
傑
氏
邦

幼
名
助
五

郎
、
後
安
一
加
守
。
北
傑
氏
政
の
弟
で
武
州
鉢
形
城
主

で
あ
っ
た
が
、
天
正
十
八
年
の
役
に
前
間
利
家
に
降

伏
し
て
千
依
を
賜
は
旬
、
鹿
島
郡
津
向
に
置
か
れ
た
。

氏
邦
卒
後
子
庄
三
郎
が
禦
野
大
徳
寺
の
防
食
で
あ
っ

た
の
を
千
石
で
召
制
さ
れ
、
名
脅
采
女
と
改
め
て
前

m民
次
郎
の
女
哨
と
し
た
o
m
m
女
の
子
札
7
・
主
鮫
介
と

い
ひ
、
亦
千
石
を
制
約
し
て
、
見
永
中
断
凶
利
判
的
の

小
h
k

将
と
な
っ
た
が
、
前
隙
介
に
男
子
な
〈
、
町
文

四
年
八
月
廿
一
日
女
子
組
に
俗
十
人
扶
持
を
閥
は
っ

た。

ホ
ウ
ジ
ヨ
ウ
ト
モ
ト
キ
北
慨
朝
時

4
Y
ヨウ

キ
ユ
ウ
ノ
へ
ン
承
久
の
銭
。

ホ
ウ
シ
ョ
ウ
ト
モ
ユ
キ

費
生
友
子

迎
抑
制
駒
沢

郎
。
能
築
資
生
流
十
抗
代
の
宗
家
で
あ
-っ

た
。
ぉ
永

六
年
十
二
且
家
を
そ
の
子
石
之
助
(
後
九
郎
知
祭
〉

に
殻
り
、
安
政
三
却
の
頃
江
戸
を
去
っ
て
金
却
に
来

旬
、
文
久
三
年
七
月
十
四
日
そ
の
日
印
刷
浅
野
川
一大
滋

寺
で
制
限
し
た
。
平
年
六
十
一
点
。
磁
は
卯
反
日
開
山
田
山
全

性
寺
に
あ
る
。
友
子
の
金
源
に
来
た
時
友
と
稽
す
ろ

一
女
子
が
あ
っ
た
が
、
友
子
の
裂
後
掛
川
命
に
よ
っ
て
、

ツ
レ
剛
直
江
指
三
郎
の
子
被
作
を
摘
と
し
、
服
部
粥

五
郎
を
胃
さ
し
め
た
。
服
部
は
武
生
家
の
古
い
姓
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ホ
ウ
シ
ョ
ウ
ボ
ウ

法
性
坊

石
川
抑制恒
任
に
在

っ
て
、
長
宗
東
涯
に
鴎
す
る
。

ホ
ウ
シ
ョ
ウ
リ
ュ
ウ

費
生

流

加

約
一
滞
の
初
別

に
於
け
る
能
融
市
は
、
金
調
甘
統
又
は
肌
秋
統
で
、
就
巾

前
者
最
も
勢
力
あ
っ
た
が
、前
聞
利
常
の
時
に
主
り
、

初
め
て
江
戸
の
貫
生
大
夫
を
品
開
仕
せ
し
め
た
ゃ
う
で

ホ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ

法
性
寺
副
主
郡
川
烏
に
在
っ

て
、
回
出
宗
束
仮
に
腿
す
る
。

ホ
ウ
ジ
ヨ
ウ
ジ
放
生
寺

金
期
日
吉
川
に
在
っ

て
餐
釜
山
と
続
L
、
山
田
制
宗
に
回
す
る
。
元
和
元
年

津
m
ad
江
が
間
松
除
同
閑
吟
し
て
再
興
せ
し
め
た。

ホ
ウ
ジ
ヨ
ウ
ジ
費
乗
寺

河
北
郡
取
に
在
っ
て

目
指
出
世
話
に
屈
す
る
。
寺
担
に
、
問
胞
二
年
京
妙
川
剖
寺

の
閉
山
日
像
の
弟
子
妙
珍
下
っ
て
之
官
詮
ー
し
た
。

寺
内
の
七
而
蛍
は
、
銀
守
と
し
て
身
延
山
か
ら
修
し

た
も
の
で
、

一
旦
中
絶
の
後
冗
永
十
四
日
時
二
十
代
日

益
之
を
再
建
し
た
と
あ
る
o
一
一
一
州
紀
問
に
は
、『

m村

間
以
来
寺
、
七
回
明
跡
、
法
部
宗
。
日
倣
上
人
開
港
の

寺
也
o
加
州
に
日
蓮
宗
の
寺
の
始
。
也
0
』
と
記
す

る。

七
四
四


